
◎絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部

を改正する法律 
（平成二九年六月二日法律第五一号）   

一、提案理由（平成二九年四月一八日・衆議院環境委員会） 

○山本（公）国務大臣 ただいま議題となりました絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の

概要を御説明申し上げます。 

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では、国内希少野生動植物種

を指定して捕獲等及び譲り渡し等を規制し、保全を図っているところですが、特に里地

里山などに生息、生育する絶滅危惧種については、これらの厳しい規制が環境教育や調

査研究等に支障を及ぼし、かえって保全につながらないことが懸念されるため、こうし

た種の効果的な保全を進めるための新たな制度が求められています。 

 また、野生動植物種の生息、生育状況の悪化に伴い、生息域外での保護増殖が必要な

種が増大しており、こうした取り組みを政府の力だけで実施していくのではなく、動物

園、水族館、植物園等と緊密に連携していくことが必要不可欠です。 

 加えて、ワシントン条約に基づいて国際取引が規制されている希少な野生動植物種に

ついても、国内における違法流通等が報告されており、国際的に協力して種を保全して

いく観点から、違法行為を食いとめるための対策が急務となっています。 

 本法律案は、こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のた

めの施策を一層強化するための措置を講じようとするものであります。 

 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 

 第一に、里地里山などに分布する種についても積極的に本法律に基づく保全対象とす

るため、販売または頒布を目的とする捕獲等及び譲り渡し等のみを禁止する特定第二種

国内希少野生動植物種制度を創設します。 

 第二に、希少種保全の観点から一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を導入

し、認定を受けた動植物園等については希少野生動植物種の譲り渡し等の禁止の規定を

適用しないこととします。 

 第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務づけ、

有効期間の導入等を行います。 

 第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審

査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することに

より、事業者管理の強化を図ります。 

 第五に、国内希少野生動植物種等の指定等に当たっては、専門の学識経験を有する者

の意見を聞かなければならないこととするとともに、希少野生動植物種保存基本方針

に、国内希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項を追加し、国民の提

案も踏まえた国内希少野生動植物種の指定等を推進します。 



 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院環境委員長報告（平成二九年四月二八日） 

○平将明君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の適切な保存を図るため、国内希少野生

動植物種に関する新たな類型の創設、希少野生動植物種の保全に取り組む動植物園等の

認定制度の創設、国際希少野生動植物種に係る登録制度の強化等の措置を講じようとす

るものであります。 

 本案は、去る四月十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託され、十八日山本環境大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、十

九日に東京都日野市の多摩動物公園において希少種の保護増殖の取り組みを視察した後、

二十一日に質疑を行い、二十五日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ね、

同日質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、本案に対しまして、民進党・無所属クラブから修正案が提出され、その

趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対して附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年四月二五日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 常設の「野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者」からなる科学委員会の

委員については、野生動植物種の保全に関し専門の学識経験を有する科学者等国民の

理解を得られる人選を行い、自由闊達な議論を保障するとともに、明確な理由の存在

しない限り、国民に対する情報の公開を徹底すること。また、科学委員会は、環境大

臣の諮問を待たず、種の保存に関連して、種の保存法の見直しやその他関係法令の見

直しを含め、積極的に意見具申を行うこと。 

二 生息地等保護区の指定や保護増殖事業計画の策定についても、現場で実際に保全に

取り組む団体等からの提案を受け入れる制度の法定化を検討するとともに、これら国

民からの提案を踏まえ、科学委員会は、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必

要な保護増殖事業計画、生息地等保護区などを適切に具申すること。 

三 二次的自然に分布する絶滅危惧種については、自然への働きかけの縮小による生

息・生育状況の悪化が主な減少要因とされていることから、特定第二種国内希少野生

動植物種の指定と同時に、生息環境の改善に取り組むこと。また、二次的自然につい

ては、厳格な行為規制よりも人の管理を継続することが重要となることから、農林水



産業や市民活動を奨励するような生息地等保護区の指定の在り方について検討するこ

と。 

四 国内希少野生動植物種の指定は、科学的知見を最大限に尊重して実施することとし、

当面、二〇三〇年度までに七百種を指定することを目指し、候補種の選定について検

討すること。 

五 「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略」を法定の「基本方針」に確実に反映

させ、閣議決定すること。 

六 海洋生態系の要となる海棲哺乳類を含めた海洋生物については、科学的見地に立っ

てその希少性評価の透明性を高め、その評価を環境省と水産庁で連携して同法の趣旨

に沿って適切に行うこと。また、国内希少野生動植物種の指定に当たっては、現在は

種指定の実績がない海洋生物についても、積極的に対象とすること。 

七 生物多様性基本法第二十四条、種の保存法第五十三条第二項に則り、種の保存に関

し、最新の科学的知見を踏まえた学校教育・社会教育・広報活動、専門的な知識・経

験を有する人材の育成、種の保存に関して理解を深める場及び機会の提供等により、

種の保存に関する国民の理解を深めること。 

八 生物多様性基本法第八条を踏まえ、希少野生動植物種の保存のため、地方自治体へ

の支援を含め、財政上、税制上その他の措置を講ずること。 

九 改正法附則第十条に基づき、改正法施行五年後に本改正内容の評価を行うとともに、

以下の措置を講ずること。 

 １ ワシントン条約附属書に掲載されている種は、保全に国際的協力が不可欠であり、

地球の自然体系のかけがえのない一部であるという観点から、国際情勢を踏まえて、

抜本的な見直しを検討すること。 

 ２ 違法取引が原産国での過度な捕獲や採取を助長するとの認識に立ち、国内取引の

規制強化や交雑個体の取扱について検討すること。 

十 今回創設される特定第二種国内希少野生動植物種については、販売・頒布目的以外

の捕獲等及び譲渡し等が認められることから、種の分布や生息状況を定期的に把握す

ること。 

十一 アフリカゾウの密猟を防ぐため、象牙の国内市場の閉鎖が世界的な潮流となる中、

国内市場を存続させている我が国においては、違法取引が疑われることのないよう、

象牙の管理の更なる強化に積極的に取り組むこと。 

十二 輸入が差し止められた希少な野生動植物については、本来の生息地での保全が最

も望ましいことから、原産国等へ返すための方策について検討すること。 

三、参議院環境委員長報告（平成二九年五月二六日） 

○森まさこ君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の適切な保存を図るため、国内希少



野生動植物種に関する新たな類型の創設、希少野生動植物種の保全に取り組む動植物園

等の認定制度の創設、国際希少野生動植物種に係る登録制度の強化等の措置を講じよう

とするものであります。 

 委員会におきましては、特定第二種国内希少野生動植物種制度の具体的な内容、認定

希少種保全動植物園等の認定の在り方、国内象牙市場における厳格な管理の必要性等に

ついて質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いました。その詳細は会議録に

よって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年五月二五日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、常設の「野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者」からなる科学委員会の

委員については、野生動植物種の保全に関し専門の学識経験を有する科学者等国民の

理解を得られる幅広い人選を行い、自由闊達な議論を保障するとともに、明確な理由

の存在しない限り、国民に対する情報の公開を徹底すること。また、科学委員会は、

環境大臣の諮問を待たず、種の保存に関連して、種の保存法の見直しやその他関係法

令の見直しを含め、積極的に意見具申を行うこと。 

二、生息地等保護区の指定や保護増殖事業計画の策定についても、現場で実際に保全に

取り組む団体等からの提案を受け入れる制度の法定化を検討するとともに、これら国

民からの提案を踏まえ、科学委員会は、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必

要な保護増殖事業計画、生息地等保護区などを適切に具申すること。 

三、二次的自然に分布する絶滅危惧種については、自然への働きかけの縮小による生

息・生育状況の悪化が主な減少要因とされていることから、特定第二種国内希少野生

動植物種の指定と同時に、保護増殖事業や生息地等保護区の指定を推進し、生息環境

の改善に取り組むこと。また、二次的自然については、厳格な行為規制よりも人の管

理を継続することが重要となることから、農林水産業や市民活動を奨励するような生

息地等保護区の指定の在り方について検討すること。 

四、特定第二種国内希少野生動植物種については、販売・頒布目的以外の捕獲等及び譲

渡し等が認められることから、種の分布や生息状況を定期的に把握すること。 

五、国内希少野生動植物種の指定は、科学的知見を最大限に尊重して実施することとし、

当面、二〇三〇年度までに七百種を指定することを目指し、候補種の選定について検

討すること。 

六、「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略」を種の保存法第六条の「希少野生動

植物種保存基本方針」や生物多様性基本法第十一条の「生物多様性国家戦略」に確実



に反映させ、閣議決定すること。 

七、海洋生態系の要となる海棲哺乳類を含めた海洋生物については、科学的見地に立っ

てその希少性評価の透明性を高め、その評価を環境省と水産庁で連携して種の保存法

の趣旨に沿って適切に行うこと。また、国内希少野生動植物種の指定に当たっては、

現在は種指定の実績がない海洋生物についても、積極的に対象とすること。 

八、生物多様性基本法第二十四条、種の保存法第五十三条第二項に則り、種の保存に関

し、最新の科学的知見を踏まえた学校教育・社会教育・広報活動、専門的な知識・経

験を有する人材の育成、種の保存に関して理解を深める場及び機会の提供等により、

種の保存に関する国民の理解を深めること。 

九、生物多様性基本法第八条を踏まえ、希少野生動植物種の保存のため、地方自治体へ

の支援を含め、財政上、税制上その他の措置を講ずること。 

十、ワシントン条約附属書に掲載されている種については、その保全に国際的協力が不

可欠であることを踏まえて、見直しを検討すること。また、違法取引が原産国での過

度な捕獲や採取を助長するとの認識に立ち、国際希少野生動植物種の国内取引の規制

強化や交雑種の取扱いについて検討すること。 

十一、アフリカゾウの密猟を防ぐため、象牙の国内市場の閉鎖が世界的な潮流となる中、

国内市場を存続させている我が国においては、違法取引が疑われることのないよう、

全形牙の登録の在り方の検討を含め、象牙の管理の更なる強化に積極的に取り組むこ

と。 

十二、輸入が差し止められた希少な野生動植物については、本来の生息地での保全が最

も望ましいことから、原産国等へ返すための方策について検討すること。 

十三、本法の実効性を確保するため、地方環境事務所等の現場における必要な人員を十

分に確保し、予算の拡充を図るとともに、地方自治体を始めとする多様な主体との更

なる連携の強化を図ること。 

十四、動植物園等が行う希少野生動植物種の生息域外保全等に係る取組については、そ

の役割の重要性に鑑み、財政措置を含む効果的な支援策を検討すること。 

  右決議する。 


